
- 1 -

専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

第
五
条

［
略
］

第
五
条

［
略
］

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
教
育
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は

２

前
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
は
、
教
育
上
支
障
を
生
じ
な
い
場
合
に
は

、
一
個
の
専
攻
に
限
り
、
学
部
の
専
任
教
員
又
は
修
士
課
程
、
博
士
課
程

、
一
個
の
専
攻
に
限
り
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す

若
し
く
は
他
の
専
門
職
学
位
課
程
を
担
当
す
る
教
員
の
う
ち
同
項
の
資
格

る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
の
う

を
有
す
る
者
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
（
修
士
課
程
、
博
士
課
程

ち
同
項
の
資
格
を
有
す
る
者
（
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部

（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程

省
令
第
二
十
八
号
）
第
八
条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用

に
限
る
。
）
又
は
他
の
専
門
職
学
位
課
程
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
課

を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
が
こ
れ
を
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
る
。

程
を
廃
止
し
、
又
は
当
該
課
程
の
収
容
定
員
を
減
じ
て
そ
の
教
員
組
織
を

基
に
専
門
職
学
位
課
程
を
設
置
す
る
場
合
（
専
門
職
学
位
課
程
を
廃
止
し

、
又
は
収
容
定
員
を
減
じ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
研
究
上
の
目
的
及

び
教
育
課
程
の
編
成
に
重
要
な
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て

、
当
該
設
置
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
を
兼
ね
る
こ
と
の

［
項
を
加
え
る
。
］

で
き
る
者
の
数
の
う
ち
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す

る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
以
外

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
別
に
定
め
る
。

４

［
略
］

３

［
略
］

（
法
科
大
学
院
の
入
学
者
選
抜
）

（
法
科
大
学
院
の
入
学
者
選
抜
）

第
十
九
条

法
科
大
学
院
は
、
入
学
者
の
選
抜
に
当
た
っ
て
は
、
多
様
な
知

第
十
九
条

法
科
大
学
院
は
、
入
学
者
の
選
抜
に
当
た
っ
て
は
、
文
部
科
学

識
又
は
経
験
を
有
す
る
者
を
入
学
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
多
様
な
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る

者
を
入
学
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

１

［
略
］

１

［
略
］

２

平
成
三
十
年
度
ま
で
の
間
、
平
成
二
十
五
年
度
以
前
に
設
置
さ
れ
た
教

２

平
成
三
十
年
度
ま
で
の
間
、
教
職
大
学
院
に
お
け
る
第
五
条
第
二
項
の
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職
大
学
院
に
お
け
る
第
五
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
学

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
一
個
の
専
攻
に
限
り
、
博
士
課
程
（
前
期

部
の
専
任
教
員
又
は
修
士
課
程
、
博
士
課
程
若
し
く
は
他
の
専
門
職
学
位

及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程
を
除

課
程
」
と
あ
る
の
は
「
学
部
の
専
任
教
員
又
は
修
士
課
程
若
し
く
は
博
士

く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
学
部
の
専
任
教
員
又
は
修
士
課
程
若
し
く
は
博

課
程
」
と
、
「
で
き
る
（
修
士
課
程
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課

士
課
程
」
と
、
「
同
項
の
資
格
を
有
す
る
者
（
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和

程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程
に
限
る
。
）
又
は
他
の

四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
八
条
第
三
項
及
び
第
九
条
第
二
項

専
門
職
学
位
課
程
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
課
程
を
廃
止
し
、
又
は
当

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
、
同
項
の

該
課
程
の
収
容
定
員
を
減
じ
て
そ
の
教
員
組
織
を
基
に
専
門
職
学
位
課
程

資
格
を
有
す
る
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

を
設
置
す
る
場
合
（
専
門
職
学
位
課
程
を
廃
止
し
、
又
は
収
容
定
員
を
減

じ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
研
究
上
の
目
的
及
び
教
育
課
程
の
編
成
に

重
要
な
変
更
が
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
設
置
か
ら
五
年

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
限
る
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
で
き
る
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
を
兼
ね
る
こ
と
の
で
き
る
者
の

よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
任
教
員
を
兼
ね
る
こ
と
の
で
き
る
者
の

数
は
、
学
部
の
専
任
教
員
及
び
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区

数
は
、
博
士
課
程
（
前
期
及
び
後
期
の
課
程
に
区
分
す
る
博
士
課
程
に
お

分
す
る
博
士
課
程
に
お
け
る
前
期
の
課
程
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
教
員

け
る
前
期
の
課
程
を
除
く
。
）
を
担
当
す
る
教
員
以
外
の
も
の
に
つ
い
て

以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
教
員
の
数
の
三
分
の
一
を

は
、
同
項
に
規
定
す
る
教
員
の
数
の
三
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
と
す

超
え
な
い
も
の
と
す
る
。

る
。

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


